
不当行為（行政対象暴力等・優位的地位の濫用・カスタマーハラスメント）

対応の基本と実践

大 分 市 職 員 の 安 心 対 応 マ ニ ュ ア ル

概 要 版
（公開用）

大分市

令和８年３月



目 次

１．はじめに（不当行為に対する職員、管理監督者の心構え）

２．市民対応の基本姿勢

３．不当行為への組織的な対応体制

４．不当行為の６つの類型及び対応ワンポイント

…P1

…P２

…P３

…P４

５．不当行為に対する５つの段階別対応策 …P５

６．不当行為への対応フロー図 …P６



不当行為（行政対象暴力等・優位的地位の濫用・カスタマーハラスメント）に対しては、すべての職員及び

管理監督者が毅然とした態度を示し、高い倫理観をもって組織一体となって適切に対応する姿勢を徹底する

ことが、市民の信頼と公正な行政運営を守る基盤となります。

職員及び管理監督者※は、次に掲げる心構えを常に意識し、職務を遂行するよう努めてください。

※管理監督者とは、部下をもつすべての職員（グループリーダー以上）が該当します。

１．はじめに（不当行為に対する職員、管理監督者の心構え）
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１ 常に冷静さを保ち、毅然と対応すること。

２ 組織として対応する意識を持つこと。

３ 法令、条例、規則及び規程に基づく対応を徹底すること。

４ 対応記録を正確に残すこと。

５ 危険を感じた場合は安全を最優先にすること。

職 員 の 心 構 え

不当行為に対する

１ 職員を守る姿勢を明確に示すこと。

２ 迅速かつ適切な判断・指示を行うこと。

３ 職員の模範となり、不当行為を許さない組織風土を
醸成すること。

４ 対応記録・証拠の管理を徹底すること。

５ 事後検証を行い、再発防止策を講じること。

管理監督者の心構え

不当行為に対する

不当行為とは

「行政対象暴力等」、「優位的地位の濫用」及び「カスタマーハラスメント」に該当する、職員等に向けられた不当な言動の総称

とします。市民等からの言動のうち、職員が従事する業務の性質や状況に照らして社会通念上許容される範囲を超え、暴力・

脅迫・乱暴な言動、社会常識を逸脱した手段や優位的地位の濫用による要求、または要求を伴わない暴力的・威圧的行為

などによって、職員の職場環境や円滑かつ公正な行政運営、さらには周囲の市民の安全を害する行為を指します。



本市では、職員の基本的な行動姿勢を示す「大分市職員コンプライアンス行動指針」を令和８年３月に策定し、

全職員が一丸となってコンプライアンスの徹底に取り組みます。本行動指針の一つに、「市民対応の基本姿勢」

を掲げおり、職員は、市民一人ひとりと真摯に向き合い、相手の立場に寄り添いながら、常に最善の行政サー

ビスを提供するよう努めるものとしています。

また、「大分市人材育成・確保基本方針」においても、目指す職員像を「情熱あふれ市民に信頼される職員」と

定めており、行動指針の徹底に向けた取組の積み重ねが、当該職員像の実現へとつながります。

市民等の対応においては、初期対応が適切であればクレームに発展する事案は少なく、厳しい口調での要望

であっても、まず真摯に話を聴き、丁寧に説明することが重要です。

したがって、クレームや要望等を直ちに不当行為（行政対象暴力等・優位的地位の濫用・カスタマーハラスメン

ト）と判断するのではなく、説明を尽くした上で、なお悪質な場合に限り不当行為と認定し、本マニュアルに基づ

き組織的に毅然と対応します。

２．市民対応の基本姿勢
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市民対応の基本姿勢

職員は、市民一人ひとりと真摯に向き合い、相手の立場に寄り添いながら、常に最善の行政サービスを

提供するよう努めます。市民から寄せられるご意見やご要望は、市政を推進するに当たり貴重なもの

であるため、丁寧に対応し、説明責任を果たします。

大分市職員コンプライアンス行動指針（抜粋）



３．不当行為への組織的な対応体制
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不当行為が疑われる事案に対しては、対応職員または

近くにいる職員は速やかに上司等へ状況を報告し、指示を

仰ぐとともに、複数名で対応するようにします。

また、必要に応じて、上司等が代わって対応することも

検討します。その上で、不当行為に該当する事案について

は、本マニュアルに基づく初動対応を行うとともに、右記

フロー図に沿った組織的な対応を行うものとします。

暴行・傷害・脅迫など、犯罪に該当し得る言動が認められる場合、または銃刀

類、ガソリン類その他の危険物を所持している場合には、ためらうことなく

警察へ通報してください。

大分市不当行為対策委員会 大分市公正職務推進委員会または審査会

不　当　行　為

要求の有無を問わず、「行政対象暴力等」、「優位的地位の乱用」及び「カスタマーハラスメント」に該当する
職員等に向けられた不当な言動の総称

行政対象暴力等 優位的地位の濫用 カスタマーハラスメント

（行政対象暴力）
　暴力、乱暴な言動その他社会常識を
逸脱した手段により要求の実現を図る
行為。 　職員の職務に関し、その地位を利用

し、またはその権限に基づく影響力を
行使して、職員の公正な職務執行を妨
げる行為。

　職場において行われる市民等からの
言動であって、職員が従事する業務の
性質その他の事情に照らして社会通念
上許容される範囲を超えたものによ
り、職員の職場環境が害されるもの。

（「等」に含まれるもの）
　要求行為を伴わない暴力や乱暴な言
動も含むとともに、職員のみならず周
囲の市民の安全を確保するもの。

大分市不当行為対策員（警察ＯＢ等）

所属長等と連携した迅速かつ的確な対応を行う。

※緊急時は、ためらうことなく警察へ通報してください。

コンプライアンス相談窓口（令和８年度～）

＊当該不当行為が、全庁的な情報共有や対応等を要する事案（不当行為対策委員会の対象）に該当する
か、またはその正当性の調査が必要な事案（公正職務推進委員会または審査会の対象）に該当するかの判
断に迷われる場合は、必要に応じてご相談ください。なお、相談に当たっては、当該事案の経緯等につい
て、あらかじめ各所属で整理をお願いします。

大分市不当行為対策委員会設置要領 大分市における公正な職務の執行の確保等に関する条例

事務局：市民部生活安全・男女共同参画課 事務局：総務部人事課

要求行為の正当性について

調査を要する場合
不当行為に対して

全庁的な情報共有及び対応等を要する場合

・要求行為の正当性について調査を要する場合

・不当要求行為に該当すると思料される場合

現に危機的事象が発生し、即時の対応を要する場合



４．不当行為の６つの類型及び対応ワンポイント
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時間拘束型・リピート型Ａ

長時間の電話や居座り、繰り返しの電話問合せなど、執拗に同様の申出・要求を

繰り返し、その対応に職員が長時間拘束され、業務に支障が出る恐れがあるもの

権威型Ｂ

優位な立場にいることを利用した特別扱いの要求など、担当者だけでは対応が

困難となり、業務に支障が出る恐れがあるもの

暴言、威嚇・脅迫型Ｃ

大声、暴言で責める言動、殴る、蹴る、物を投げつける、脅迫的な発言など、職員が

萎縮して業務に支障が出る恐れがあるもの

ＳＮＳ・インターネット上での誹謗中傷型Ｄ

職員の対応を撮影した動画、氏名等の公表など、業務の適正な遂行が妨げられ

たり、職員のプライバシーが損なわれたりする恐れがあるもの

庁舎外拘束型Ｅ

職員を庁舎外へ呼び出したり同行を強要したりするなど、通常の業務範囲を逸脱し、

身体的・心理的に拘束され、業務に支障が出る恐れがあるもの

セクシャルハラスメント型Ｆ

職員に対して性的な言動や不快感を与える発言・行為が行われ、名誉や尊厳を

侵害し精神的負担を生じさせる恐れがあるもの

本市では、市民等の言動やその手段・態様が社会通念上許容される範囲を超える事案について、

６つの類型に分類しています。また、対応時のワンポイントを紹介します。

同じ主張の繰り返しで平行線が続く場合は、相手の話
を受け止めた上で「ご要望にはお応えできません」と
丁寧に伝え、対応（電話）を終了してください。

要求には冷静に対応し、挑発的な発言は避けましょう。
複数人で対応し、要求には即答せず上司と協議の上、
組織的かつ慎重に対応してください。

複数人で対応し、迷惑行為には冷静に注意をしてくだ
さい。警告を3回以上行っても改善がない場合は、
対応終了を伝え退去を促してください。

執務室での撮影は断り、個人情報保護とプライバシー
確保を優先してください。悪質なネット書込みは証拠
保全の上、削除や警察等への相談を検討しましょう。

庁舎外での対応は単独・長時間を避け、安全確保を
最優先に。威圧的な態度や危険を感じた場合は、上司
へ報告し、必要に応じて警察へ通報してください。

性的な言動には毅然と拒否し、改善がなければ上司
へ報告し複数対応へ。身体的接触の危険時は距離を
取り、安全確保を最優先にしてください。

対応ワンポイント



５．不当行為に対する５つの段階別対応策
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不当行為への対応に当たっては、事案の兆候を的確に把握し、発生時の初動対応から、継続・深刻化した場合

の対応、全庁的な組織対応や外部機関との連携、さらには事後対応及び職員支援に至るまで、各段階に応じた

適切な措置を講じる必要があります。

※段階別対応策は、６つの類型に分類される不当行為に共通して適用するものとします。

各所属

1 不当行為発生前の兆候把握

２ 不当行為発生時の初動対応

３ 継続・深刻化した不当行為の対応

４ 全庁的な組織対応及び外部機関との連携

５ 事後対応及び職員支援

各所属

各所属 不当行為対策員

各所属 不当行為対策員 全 庁 外 部

各所属 不当行為対策員 全 庁 外 部

５ つ の 段 階 別 対 応 策

来庁者の言動に注意を払い、リスクを早期に察知しましょう。
対応履歴や情報を共有し、必要に応じて複数名での対応体制を
整え、速やかに上司へ報告してください。

落ち着いて丁寧に対応し、感情的対立を避けましょう。
必要に応じて上司へ報告し、複数名で対応・交代を行い、やり取りは
記録・録音して対応を強化してください。

説明を尽くしても要求が続く場合は、一定時間後に退去や通話終了
を伝えましょう。必要に応じて不当行為対策員や警察と連携し、
適切な対応を行ってください。

事案の内容や危険度を整理し、関係部署と共有して対応方針を
協議しましょう。必要に応じて不当行為対策員や警察、顧問弁護士
等と連携してください。

事案の経過や判断根拠を記録し、関係部署と共有して再発防止策
を検討しましょう。対応職員への声掛けや支援を行うとともに、
組織全体の対応力向上につなげます。



６．不当行為への対応フロー図

６

市民等への対応においては、通常の相談・要望へ

の対応から、事後対応・職員支援まで、状況に応じ

た段階的な判断が求められます。

各所属等における第１次対応から第５次対応まで

の対応者及び対応内容について、右記のとおり

フロー図に示します。

相談・要望内容に妥当性がなく、
市として対応する必要がない内容

・内容に事実や根拠がないもの
・市の過失が認められないもの
・市以外の機関が取り扱うべきもの　等

自所属の内容 他所属の内容 上記内容を丁寧に説明し、対応終了

・対応終了を伝えても応じない場合は２次対応へ

該当所属に案内

・聴取内容の引継ぎを行う

【対応方法】

＊やりとりの内容を記録し、可能な範囲で録音・録画を行う。

十分な説明後も要求を繰り返し、退去にも応じない場合

庁舎等からの退去命令

＊退去命令の手順等を確認してください。

要求行為の正当性について調査を要する場合

大分市公正職務推進委員会または審査会

＊事案の深刻性に応じて、警察、顧問弁護士、専門相談機関等と連携し、必要な措置を検討・実施します。

５
次
対
応

職
員
支
援

事
後
対
応

事案の振り返りと組織的なフォローアップを図る

再発防止に向けた対応状況の検証及び対応職員の心身のケア

コンプライアンス相談窓口（令和８年度～）

＊当該不当行為が、全庁的な情報共有や対応等を要する事案（不当行為対策委員会の対象）に該当するか、また
はその正当性の調査が必要な事案（公正職務推進委員会または審査会の対象）に該当するかの判断に迷われる場
合は、必要に応じてご相談ください。なお、相談に当たっては、当該事案の経緯等について、あらかじめ各所属
で整理をお願いします。

４
次
対
応

外
部
連
携

全
庁
対
応

全庁的な情報共有及び対応等が必要な場合

大分市不当行為対策委員会

＊大分市不当行為対策委員会と大分市公正職務推進委員会または審査会を同時に行う場合があります。

３
次
対
応

所
属
長
等

継
続
・
深
刻
化
時
の
対
応

危機的事象として即時対応が必要な場合

大分市不当行為対策員

＊担当エリアの対策員に連絡してください。

＊対応状況に応じて、不当行為対策員への連絡と、庁舎等からの退去命令を同時に行う場合があります。

緊 急 時
 暴行・傷害・脅迫など、犯罪に該当し得る言動が認められる場合または銃刀類、ガソリン類その他の危険物を
所持している場合には、上記フローに関係なく、直ちに警察へ通報してください。

２
次
対
応

グ
ル
ー

プ
リ
ー

ダ
ー
、

所
属
長

不
当
行
為
発
生
時
の
初
動
対
応

不当行為に該当するおそれがある場合

「Ａ 時間拘束型・リピート型」「Ｂ 権威型」「Ｃ 暴言、威嚇・脅迫型」

「Ｄ ＳＮＳ・インターネット上での誹謗中傷型」「Ｅ 庁舎外拘束型」「Ｆ セクシャルハラスメント型」

＊１次対応職員または近くにいる職員は、速やかに上司等へ状況を報告し、指示を仰ぐ。

＊複数名で対応するほか、１次対応職員の精神的負担等を考慮し、必要に応じて上司等が対応を交代する。

＊相手が録画を行っている場合には、個人情報等の漏えい防止の観点から、速やかに中止を求める。

（後日、「ＳＮＳ・インターネット上での誹謗中傷型」の不当行為に発展する可能性があります。）

１
次
対
応

担
当
者

不
当
行
為
発
生
前
の
兆
候
把
握

通常の相談・要望

「市民対応の基本姿勢」に基づき丁寧に対応

市として対応すべき内容
（苦情やクレームを含む。）

対応の継続


